
板橋区立シニア学習プラザの指定管理者の公募及び選定について

板橋区立シニア学習プラザの管理運営を効果的かつ効率的に行うため、平成２１年

４月から指定管理者制度を導入し、民間事業者が運営している。指定期間は５年間で、

今年度は三期目の指定期間の最終年となるため、東京都板橋区立シニア学習プラザ条

例第１４条及び同条例施行規則第１０条により、次期指定管理者を公募及び選定する。

１ 対象施設、現指定管理者及び現指定期間

（１）名称    板橋区立シニア学習プラザ

（２）所在地   板橋区志村三丁目３２番６号  

（３）現指定管理者 アクティオ・東京ファシリティサービス共同事業体

代表団体 アクティオ株式会社

（４）現指定期間  平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで（５年間）

２ 板橋区立シニア学習プラザ指定管理者候補団体の選定に関する要綱   別紙１

（１）選定委員会の設置

（２）選定委員会の組織及び委員構成

（３）選定基準

（４）審査方法

３ 板橋区立シニア学習プラザ指定管理者候補団体の選定に関する要領（案）別紙２

（１）第一次審査

（２）第二次審査

（３）選定基準（別表１・２）

（４）採点表（第１・２号様式）

（５）集計表（第３号様式）

４ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）

教 育 委 員 会 資 料

令 和 5 年 6 月 9 日

生 涯 学 習 課

生 － ２



５ スケジュール

内  容 日  程

公募要項等の公表（ホームページ・広報いたばし） ６月２４日（土）

現地説明会の開催 ７月７日（金）

公募要項に関する質問の受付 ７月１０日（月）

～７月１４日（金）

公募要項に関する質問の回答（現地説明会・ホームページ） ７月２０日（木）

応募書類の受付 ７月２６日（水）・

７月２７日（木）

第一次審査（書類審査） ８月上旬

第二次審査（プレゼンテーション） ９月６日（水）

審査（選定）結果の通知 ９月下旬（予定）

区議会による議決・指定管理者の指定・指定通知 令和５年第４回定

例会（１２月予定）

協定書・事業計画書の協議 令和６年１月

指定管理者との協定締結 令和６年３月
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東京都板橋区立シニア学習プラザ指定管理者候補団体の選定に関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は、東京都板橋区立シニア学習プラザ（以下「プラザ」という。）の

指定管理者となるべき団体（以下「指定管理者候補団体」という。）の選定について

必要な事項を定めることを目的とする。

（選定委員会の設置）

第２条 指定管理者候補団体を選定するため、東京都板橋区立シニア学習プラザ指定管

理者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（選定対象）

第３条 委員会は、東京都板橋区立シニア学習プラザ条例（平成２０年板橋区条例第４

１号。以下「条例」という。）第１４条第２項の規定により申請した団体（以下「申

請団体」という。）の中から指定管理者候補団体の選定を行うものとする。

（組織及び委員の構成）

第４条 委員会は、委員５人以上７人以内をもって組織する。委員は、以下の者から板

橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱し、又は任命する。

（１）外部委員 ２名以上

  学識経験者、施設利用者

（２）区職員 ２名以上

（３）その他教育委員会が適当と認める者

２ 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は教育委員会事務局地域教育力担当部長、

副委員長は教育委員会事務局生涯学習課長をもって充てる。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。

５ 委員の任期は、委嘱し、又は任命された日から、指定管理者候補団体の選定を行う

日の属する年度の末日までとする。

（委員会）

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

２ 委員長は、委員定数の半数以上の委員の出席がなければ委員会を開くことができな

い。

３ 委員長は、専門技術の確認等必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させることが
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できる。

４ 委員会は非公開とする。

（委員の責務）

第６条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

２ 委員は、直接間接を問わず、申請団体による申請に関与してはならない。

３ 委員が、申請団体の申請に関与したことが判明したときは、委員会は、当該委員を

当該申請に係る選定から除外することができる。

４ 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、教育委

員会が公表した情報及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

（所掌事項）

第７条 委員会は、次条の選定項目に照らし申請団体を審査し、プラザの管理を行わせ

ることが最も適当と認められる申請団体を指定管理者候補団体として選定するもの

とする。

２ 委員会は、前項の規定による選定の結果を、教育委員会に報告するものとする。

３ 委員会は、前項の規定により報告するもののほか、必要があると認めるときは、教

育委員会に意見を述べることができる。

（選定項目）

第８条 指定管理者候補団体の選定は、条例第１４条第３項各号に掲げる基準に応じ、

次の各号に掲げる審査において、当該各号に定める選定項目により行うものとする。

（１）第一次審査

  ア 参加資格要件

  イ 経営基盤

（２）第二次審査

  ア 管理運営の妥当性

  （ア）民間能力の活用及びサービスの向上

  （イ）管理運営経費の節減

  イ 管理運営主体の適格性

  （ア）団体の経営方針、管理運営能力、実績・専門性等

  （イ）行動規範、社会的責任・貢献等
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（審査方法）

第９条 委員会は、前条の選定に係わる審査を次の各号に定めるところにより行うもの

とする。

（１）第一次審査

  ア 前条の選定項目を申請団体が提出する決算書類その他の書面により審査する。

  イ アによる審査の結果、前条第１号に規定する選定項目の要件を満たしている団

体を、第一次審査通過団体とする。ただし、当該要件を満たしている団体が多数

の場合は、同条第２号に規定する選定項目に基づいて評価し、評価点の高い団体

から順に５団体程度を第一次審査通過団体とする。なお、当該評価点は、次号の

第二次審査の評価に加算又は減算することはしない。

（２）第二次審査

  ア 前号の規定により選定された団体による提案内容について、プレゼンテーショ

ンにより審査する。

  イ アによる審査の結果、評価点の最も高い団体を候補団体として、次いで評価点

の高い団体を次点として選定する。

（庶務）

第 10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が処理する。

（委任）

第 11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。

（令和５年５月８日教育長決定）

  この要綱は、教育長決定の日から施行する。



東京都板橋区立シニア学習プラザ指定管理者候補団体の選定に関する要領（案）

（趣旨）

第１条 この要領は、東京都板橋区立シニア学習プラザ指定管理者候補団体の選定に

関する要綱（以下「選定要綱」という。）に基づく指定管理者候補団体の選定手続

き等について、必要な事項を定めることとする。

（守秘義務）

第２条 選定要綱第４条に基づき委嘱又は任命された選定委員は、選定の過程を通じ

て知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、任期が終了した後も同様と

する

（第一次審査）

第３条 第一次審査は、指定管理者応募者から提出された書類及び外部専門家による

財務状況点検結果（以下、「応募書類等」という。）により選考を行う。

２ 選定委員は、「別表1」の評価基準に基づいて応募書類などを審査し、第一次審

査にかかわる採点表（第１号様式）により採点するものとする。

３ 前項に規定する選定資料に基づいて審査し、候補団体を５団体程度の範囲で選出

する。

４ 応募多数の場合は、「別表２」の選定基準に基づいて評価し、評価点の高いもの

から順に第一次審査通過者とする。なお、第一次審査の評価点は、第二次審査評価

点に加点しないものとする。

５ 選定委員会は、第一次審査を通過した候補団体に対して、第二次審査の詳細につ

いて通知するものとする。

６ 第一次審査の審査結果は、公表しないものとする。

７ 選定項目（第一次審査）において、一つでも「×」がある場合は、第一次審査不

通過とする。

（第二次審査）

第４条 第二次審査にあたっては、第一次審査を通過した候補団体によるプレゼンテ

ーション及び質疑を行う。

２ プレゼンテーション及び質疑応答は、候補団体ごとに個別に行う。

３ プレゼンテーション及び質疑応答は、１団体あたり説明者を含め４人以内（共同

事業体の場合は６人以内）で臨むものとする。

４ 選定委員は、プレゼンテーション及び質疑の内容を考慮し、事業計画等につい

て、「別表２」の選定基準に基づいて審査し、第二次審査に係る採点表（第２号様

式））により採点するものとする。



５ 第二次審査は、各委員あたり100点満点で評価するものとする。

６ プレゼンテーション及び質疑の後、最終選定会議を開くものとする。

７ 庶務担当課は、第二次審査において各選定委員が採点した点数を集計した集計表

（第３号様式）を作成する。

８ 最終選定会議は、前項に規定する選考資料に基づいて審議し、指定管理者に最も

相応しいと思われる団体（指定管理者候補団体）を１団体、２番目に相応しいと思

われる団体（次点）を１団体選出する。

９ 候補団体が、選定項目ごとの得点を合算した全体の合計点が評価の最低基準点

（満点の６割）に達しなかった場合は、指定管理者候補団体として選出できないも

のとする。

10 第一次審査通過団体が１団体の場合は、当該団体に対する各委員の採点の合計が

前項に定める最低基準点を上回った場合、指定管理者候補団体として選定するもの

とする。

11 評価の結果、候補者となることができる最低基準点以上の候補団体が存在しなか

った場合は、再度公募を行う。

12 第二次審査及び最終選定会議は、非公開とする。

付則（令和５年 月 日地域教育力担当部長決定）

この要領は、地域教育力担当部長決定の日から施行する。



一次審査：書類審査

　①　法人その他の団体又は複数の団体により構成されるグループであって、次の要件を満たす

　団体であること。

　（ア） 施設管理運営業務の経験や知識を有する法人又は団体であること。

　（イ） 業務を円滑に遂行するための安定かつ健全な財務能力を有する法人又は団体であること。

　（ウ） 団体又はその代表者が破産者で復権を得ない者でないこと。

　（エ） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定により、本区における一般競争入札

　　 等の参加を制限されていないこと。

　（オ） 募集に対し、申込時点から議会において指定が議決されるまでの間に板橋区の入札参加

     資格停止措置を受けていないこと。

　（カ） 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされていないこと。

　（キ） 民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされていないこと。

　（ク） 税等を滞納していないこと。

　（ケ） 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本区及び他の地方公共団体から指定の

　　 取消し又は停止を受けていないこと。

　（コ） 労働基準法等の労働関係法令の違反により公訴、送検又は命令等の行政処分（是正勧告

　　 等の行政指導を除く。）を受けていないこと。

　②　指定管理者になろうとする法人及びその役員が、次の要件を満たすこと。

　（ア） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に掲げる暴力団又は暴力団員

　　及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。

　（イ） 板橋区議会議員、区長、副区長が代表者その他の役員でないこと。

　　　 　※ただし、区長、副区長については、区が資本金その他これに準ずるものの１／２以上

　　 出資している団体を除く。

　（ウ） 当該教育委員会の職務については、教育委員会委員が代表者その他の役員でないこと。

　 　　　※ただし、区が資本金その他これに準ずるものの１／２以上出資している団体を除く。

２　財務諸表審査に関する事項

１　参加資格要件に関する事項

　　５点…最適合

別表１

選定基準

選定項目

１　参加資格要件を満たしているか
　　【参加資格有「○」、参加資格無「×」】

２　安定的な管理運営を行える経営基盤を有しているか
　　【財務諸表審査の５段階評価において３以上「○」、２以下「×」】

※１、２の項目で一つでも「×」がある場合は、第二次審査へは進めない。

※応募多数の場合は、第二次審査の選定項目に基づいて評価し、評価点の高いものから順に第一次
審査通過者とする。なお、第一次審査の評価点は第二次審査の評価点に加算しないものとする。

　　４点…適合

　　３点…普通

　　２点…やや不適合

　　１点…不適合

　　東京税理士会板橋支部の経営状況分析・評価による（５段階評価）



一次審査：書類審査

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

１　参加資格要件を満たしているか
【参加資格有「○」、参加資格無「×」】

２　安定的な管理運営を行える経営基盤を有しているか
【財務諸表審査の５段階評価で３以上「○」、２以下「×」】

第１号様式

選定項目
候補団体

※１、２の項目で一つでも「×」がある場合は、第二次審査へは進めない。
※応募多数の場合は、第二次審査の選定項目に基づいて評価し、評価点の高いものから順に第
一次審査通過者とする。なお、第一次審査の評価点は第二次審査の評価点に加算しないものと
する。

採点表（一次審査）



二次審査：プレゼンテーション
Ⅰ　管理運営の妥当性　70点
１　民間能力の活用、住民サービスの向上　50点

視点 配点 合計

①

設置目的を達成するため
の管理運営に係る経営方
針、ＳＤＧｓの理念を踏
まえた区の施策との整合
性

・公の施設の指定管理者として、「板橋区教育ビジョン
2025」「いたばし学び支援プラン2025」などの基本計画及
び基本理念等に沿った明確な管理・運営方針を持っている
か。
・施設の設置目的への理解度は高いか。
・学びを一過性のものとすることなく、PDCAサイクルを意
識しながら、事業実施後の未来を見据えたコンセプトやビ
ジョンを持っているか

5点

② 安全配慮・危機管理対策

・災害や事故を未然に防ぐための体制や、発生時を想定し
た非常時の体制（訓練・ＢＣＰ・備蓄計画等）が示されて
いるか。
・展示や各事業の参加者に対する安全管理・安全教育は万
全か。
・利用者にケガ人や急病人等が発生した場合の緊急時の体
制は万全か。

5点

③ 備品管理・設備保守計画

・施設設備の保守点検計画は万全か。
・修繕の迅速かつ適切な対応は可能か。
・館内外を清潔に保つ清掃体制が構築され、利用者が快適
に過ごせるような取組の提案か。

5点

④

利用者へのおもてなし、高
齢者・障がい者への配慮バ
リアフリー対応(公平性の
確保)

・接遇に関する意識・取り組みは十分か。
・誰が来ても楽しく学べる体制が示されているか。
・利用者が平等に利用できるシステムとなっているか。
・ユニバーサルデザインを推進し、身体が不自由な方を応
対できる体制を整えられるか。

5点

⑤
板橋グリーンカレッジ事業
の円滑な運営について

・板橋グリーンカレッジ事業について、充分に理解をして
いるか
・日々の講座を円滑に運営できる信頼度があるか
・講座募集及び申込みをスムーズにできる仕組みを構築す
ることができるか
・受講生と講師、区といった関係者とのコミュニケーショ
ンを密にとることができるか
・入学式・卒業式の準備、設営を安心して依頼することが
できるか
・アンケートや申し出などによる受講者のニーズを汲み、
反映することができるか

5点

⑥
展示、習い事、イベント等
各種提案事業の内容

・生活に根差した身近で楽しい内容か。
・座学のみならず、体感できる企画で、五感をフル活用す
ることができるか。
・利用者の知財創造につながるような内容か。
・特定の分野に偏ることなく、幅広い年代層に受け入れら
れるような事業を提案できるか。
・産業や教育など板橋区の強みを活かすことができる内容
か
・郷土愛を醸成できるような板橋区の魅力を発信する内容
か
・トレンドや社会情勢を反映した内容か

10点

⑦
生涯学習・社会教育の拠点
として世代を超えた「学び
の循環」を促す仕組みの構

築

・学習を通じて地域貢献につながるような仕組みをつくる
ことができるか
・事業を通じてサークル活動の立ち上げや地域ボランティ
アの活動へ結びつけることができるか
・講座修了者または学習者が新たに講師として登壇する
きっかけをつくることができるか
・世代を超えた学びの場を通じた地域共生社会の創出につ
なげることができるか

10点

⑧
要求水準の内容を捉えたプ
レゼンテーション

プレゼンテーション全体にわたって、シニア学習プラザの
指定管理者として区の要望を捉えた提案や展望・熱意など
が感じられたか。

5点

別表２
選定基準

小項目

50点



２　管理運営経費の節減　20点
視点 配点 合計

⑨
提案金額（※価格評価
点）

配点×（提案金額のうち最低金額／提案金額）※小数点以
下は四捨五入。

5点

⑩
収支計画の妥当性、利益
や還元方法に対する考え
方

・収入計画における積算金額が、具体性、実現性のあるも
のか。
・各支出項目の算定金額は妥当であるか。
・施設管理運営を効果的、効率的に実施できる適正な予算
額であり、かつ、配分がされているか。
・支出額に占める利益等（営業利益＋本社経費）の割合は
適正であるか。

15点
（5点×3）

Ⅱ　管理運営主体の適格性 　30点
１　団体の経営方針、理運営能力、実績・専門性等　20点

視点 配点 合計

⑪
経営方針、管理運営能
力、同種施設の管理運営
実績、専門性の有無

・施設の管理運営及び事業の実施に対する明確なビジョン
を持っているか。
・施設の管理運営や現地の状況について豊富な知識と経験
があるか。（これまでの活動・事業実績）
・水準書業務を適正に遂行できるか。

15点
（5点×3）

⑫
職員の雇用方針や労働環
境、職員配置、研修・支
援体制

・年間を通して円滑な管理運営が行える適正な人員配置や
無理のない勤務体制がとられ、かつ、各業務の管理系統が
明確か。
・職場内の情報共有や伝達体制が整っているか。また、従
業員の能力向上及び人材育成のための研修が充実している
か。
・施設を総合的かつ安定的に管理運営していくことのでき
るバックアップ体制が整っているか。

5点

２　行動規範、社会的責任・貢献等　10点
視点 配点 合計

⑬

法令遵守、透明性、情報
公開・個人情報保護、高
齢者・障がい者雇用への
取組、ＳＤＧｓを含めた
環境への配慮 等

・板橋区情報公開条例に基づくことはもとより、区民から
見て透明性が確保されているような公開体制が示されてい
るか。
・個人情報取扱いの重要性を認識し、保護管理体制が確立
されているか。また、意識啓発がされているか。
・区の環境施策を理解し、省エネ・省資源に積極的に取り
組む姿勢があるか。

5点

⑭
区内経済への貢献（区内
事業者への発注、区内の
雇用拡大）

・貢献への意識・取り組みは十分か。 5点

合計 100点

　　　５点…要求水準を上回っている

小項目

20点

※最低金額が想定する下限額を下回った時は、従事職員配置の労働条件や事業の実現性・継続性等が適正に
行われることを追加資料等を求めるなどして確認、検証する。

小項目

20点

小項目

10点

採点方法
①各採点項目につき、５段階で採点する。
②採点の目安
　《５点満点の項目》

※応募団体（共同事業体を構成するいずれかの団体を含む。）が区内事業者である場合には、当該団体の合
計点の５％を加点する。

　　　４点…要求水準を満たしている
　　　３点…工夫の余地はあるが、要求水準を概ね満たしている
　　　２点…要求水準を満たしていない
　　　１点…要求水準を著しく下回っている
　《１０点満点の項目》
　　　５点満点の項目×２として採点する。
　《１５点満点の項目》
　　　５点満点の項目×３として採点する。
③Ⅰ－２－⑨提案金額（価格評価点）に関する事項
　　　価格評価点　＝　配点×（提案金額のうち最低金額／提案金額）
　　　なお、算出された点数は、小数点以下を四捨五入する。



採点者：　　　　　　　　　　
二次審査：プレゼンテーション

Ⅰ　管理運営の妥当性　70点

１　民間能力の活用、住民サービスの向上　50点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

①
設置目的を達成するための管理運営に係る経営方
針、ＳＤＧｓの理念を踏まえた区の施策との整合性

5点

② 安全配慮・危機管理対策 5点

③ 備品管理・設備保守計画 5点

④
利用者へのおもてなし、高齢者・障がい者への配慮
バリアフリー対応(公平性の確保)

5点

⑤ 板橋グリーンカレッジ事業の円滑な運営について 5点

⑥ 展示、習い事、イベント等各種提案事業の内容 10点

⑦
生涯学習・社会教育の拠点として世代を超えた「学
びの循環」を促す仕組みの構築

10点

⑧ 要求水準の内容を捉えたプレゼンテーション 5点

２　管理運営経費の節減　20点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑨ 提案金額（※価格評価点） 5点

⑩ 収支計画の妥当性、利益や還元方法に対する考え方
15点

（5点×3）

Ⅱ　管理運営主体の適格性　 30点

１　団体の経営方針、理運営能力、実績・専門性等　20点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑪
経営方針、管理運営能力、同種施設の管理運営実
績、専門性の有無

15点
（5点×3）

⑫
職員の雇用方針や労働環境、職員配置、研修・支援
体制

5点

２　行動規範、社会的責任・貢献等　10点　

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑬
法令遵守、透明性、情報公開・個人情報保護、高齢
者・障がい者雇用への取組、ＳＤＧｓを含めた環境
への配慮 等

5点

⑭
区内経済への貢献（区内事業者への発注、区内の雇
用拡大）

5点

100点

委員所見（一位とした団体の評価できる点）

選定項目 候補団体

第２号様式

採点表（二次審査）

選定項目 候補団体
小項目

小項目

※最低金額が想定する下限額を下回った時は、従事職員配置の労働条件や事業の実現性・継続
性等が適正に行われることを追加資料等を求めるなどして確認、検証する。

小項目

選定項目 候補団体
小項目

選定項目 候補団体



二次審査：プレゼンテーション

Ⅰ　管理運営の妥当性　490点

１　民間能力の活用、住民サービスの向上　350点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

①
設置目的を達成するための管理運営に係る経営方針、
ＳＤＧｓの理念を踏まえた区の施策との整合性

5点×7名
（35点）

② 安全配慮・危機管理対策
5点×7名
（35点）

③ 備品管理・設備保守計画
5点×7名
（35点）

④
利用者へのおもてなし、高齢者・障がい者への配慮バ
リアフリー対応(公平性の確保)

5点×7名
（35点）

⑤ 板橋グリーンカレッジ事業の円滑な運営について
5点×7名
（35点）

⑥ 展示、習い事、イベント等各種提案事業の内容
10点×7名
（70点）

⑦
生涯学習・社会教育の拠点として世代を超えた「学び
の循環」を促す仕組みの構築

10点×7名
（70点）

⑧ 要求水準の内容を捉えたプレゼンテーション
5点×7名
（35点）

２　管理運営経費の節減　140点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑨ 提案金額（※価格評価点）
5点×7名
（35点）

⑩ 収支計画の妥当性、利益や還元方法に対する考え方
15点×7名
（105点）

Ⅱ　管理運営主体の適格性　 210点

１　団体の経営方針、理運営能力、実績・専門性等　140点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑪
経営方針、管理運営能力、同種施設の管理運営実績、
専門性の有無

15点×7名
（105点）

⑫
職員の雇用方針や労働環境、職員配置、研修・支援体
制

5点×7名
（35点）

２　行動規範、社会的責任・貢献等　70点

配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

⑬
法令遵守、透明性、情報公開・個人情報保護、高齢
者・障がい者雇用への取組、ＳＤＧｓを含めた環境へ
の配慮 等

5点×7名
（35点）

⑭
区内経済への貢献（区内事業者への発注、区内の雇用
拡大）

5点×7名
（35点）

合計 700点

順位

区内事業者５％加算（合計×1.05）

第３号様式

集計表（二次審査）

選定項目 候補団体

小項目

選定項目 候補団体

小項目

選定項目

小項目

小項目

候補者団体


